
東広島市二酸化炭素排出抑制対策事業補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、東広島市二酸化炭素排出抑制対策事業補助金交付要綱（令和５年

告示第３４１号。）の施行のため、市有施設への太陽光発電設備等の導入に係る事業

を実施する事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要

な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、環境省の重点

対策加速化事業を活用した市有施設への太陽光発電設備等の設置事業を実施する者

であって次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 次のいずれかに該当する者 

ア PPA モデル（第三者モデル）により市有施設にサービスを提供する者 

イ リース等により市有施設に太陽光発電設備等を設置する者 

(2) 次のいずれかの手段により市に選定された者 

ア 市の実施するコンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技 

イ 市と東広島スマートエネルギー株式会社で締結した合意書に基づく ESCO 事業実

施のための協議 

(3) 市税を滞納していない者 

（補助金の交付） 

第３条 交付の要件、対象となる経費（別表において「対象経費」という。）及び補助金

の額は、同表のとおりとする。 

（その他の事項） 

第４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は生活環境部長が別に定める。 

   附  則 

 この要領は、令和５年８月１０日から施行する。 

 

別表(第３条関係) 

設備 交付の要件 対象経費 補助金の額 

太 陽 光

発 電 設

備 

次に掲げる要件を満た

す太陽光発電設備であ

ること。 

（１）法令、法令に基

づく命令、条例等（以

下「法令等」という。）

に適合したものである

こと。 

（２）販売され、又は

太陽光発電設備の設置

に係る本工事費、附帯

工事費その他の太陽光

発電設備の設置に要す

る工事費、機械器具費、

測量及び試験費、設備

費、業務費及び事務費 

補助対象経費に２分の

１を乗じた額 



提供されている商品で

あって、使用の実績が

あること。 

（３）個人において使

用され、若しくは法人

において事業の用に供

された設備又は転売さ

れ た 設 備 で は な い こ

と。 

（４）既存の設備を更

新し、又は既存の設備

に増設されるものでな

いこと。 

（５）電気事業法（昭

和３９年法律第１７０

号）第２条第１項第５

号ロに定める接続供給

を行うものではないこ

と。 

（６）発電した電力量

及び発電した電力の使

用量を明らかにする機

器が設置されているこ

と。ただし、電力の使

用量に係る情報を入手

し、又は参照すること

ができる場合には、使

用量を明らかにする機

器を設置することを要

しない。 

（７）一の場所におい

て複数の再生可能エネ

ルギー発電設備（再生

可能エネルギー源を電

気に変換する設備及び

その附属設備をいう。）

を設置しようとするも

のでないこと。 



（８）当該設備により

発電した電気のうち１

００分の５０以上の電

気を自ら消費するもの

であること。 

リ チ ウ

ム イ オ

ン 蓄 電

池 シ ス

テム 

次に掲げる要件を満た

す蓄電池であること。 

（１）太陽光発電設備

の項要件の欄第１号か

ら第３号までに掲げる

要件に該当するもので

あること。 

（２）太陽光発電設備

によって発電した電

気を充電することが

でき、かつ、平時に

おいて電気の充電と

放電とを繰り返し行

うものであること。 

（３）停電した場合に

のみ電気を供給する

ものでないこと。 

（４）東広島市火災予

防条例（平成１６年東

広島市条例第３５号）

で定める安全基準に適

合していること。 

リチウムイオン蓄電池

システムの設置に係る

本工事費、附帯工事費

その他のリチウムイオ

ン蓄電池システムの設

置に要する工事費、機

械器具費、測量及び試

験費、 設備費、業務費

及び事務費 

補助対象経費に３分の

２を乗じた額 

高 効 率

空 調 設

備 

次に掲げる要件を満た

す高効率空調設備であ

ること。 

（１）太陽光発電設備

の項要件の欄第１号か

ら第３号までに掲げる

要件に該当するもので

あること。 

（２）エネルギーの使

用の効率性その他の性

高効率空調設備の設置

に係る本工事費、附帯

工事費その他の高効率

空調設備の設置に要す

る工事費、機械器具費、

測量及び試験費、 設備

費、業務費及び事務費 

補助対象経費に２分の

１を乗じた額 



能の向上により、エネ

ルギーの使用に伴って

発生する二酸化炭素の

排出量について、従前

の二酸化炭素の排出量

から１００分の３０以

上の二酸化炭素の排出

量が抑制されることと

なるエアコンディショ

ナーその他の空調用電

気器具であること。 

高 効 率

照 明 機

器 

次に掲げる要件を満た

す高効率照明設備であ

ること。 

（１）太陽光発電設備

の項要件の欄第１号か

ら第３号までに掲げる

要件に該当するもので

あること。 

（２）調光に係る制御

機能を有する発光ダイ

オード（ＬＥＤ）機器

であること。ただし、

地域防災計画により災

害時に避難施設として

位置づけられた施設の

照明、再生可能エネル

ギー源を電気に変換す

る設備及びその附属設

備と一体となった照明

機器にあっては、調光

に係る制御機能を有す

ることを要しない。 

高効率照明機器の設置

に係る本工事費、附帯

工事費その他の高効率

照明機器の設置に要す

る工事費、機械器具費、

測量及び試験費、 設備

費、業務費及び事務費 

補助対象経費に２分の

１を乗じた額 

 


